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タイトル 市・県民税の申告期限を延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁が
申告・納付期限を４月１６日（木）まで延長されたことを受け、
南島原市の市・県民税の申告期限を４月１６日（木）まで延長
します。

【変更前】
期 限 ３月１６日（月）まで

午前９時～１１時、午後１時～４時
会 場 「広報みなみしまばら」でお知らせした４会場

【変更後】
期 限 4月１６日（木）まで（平日のみ）

※３月１７日（火）以降の時間及び会場は次のとおり。

時 間 午前８時３０分～１１時、午後１時～４時
会 場 市役所（西有家庁舎）税務課 窓口


